






道路交通法上は、自転車は軽車両。

歩道と車道の区別のあるところは、

車道を通行します。

◆「自転車が歩道を走っていい場合」についてはP9-①をご覧ください。

車道の左側端に寄って走る

札幌市では、都心部において

自転車の通行位置と進行方

向を明示する矢羽根型路面

表示を設置し、車道通行を促

す取り組みを行っています。



















北海道の

基本ルール

自転車利用者の

皆様へお願い
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